
 

登別市幼保一元化施設整備費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、登別市幼保一元化モデル事業基本方針（平成１４年７月１１日

策定）に基づき施設を新設する私立幼稚園を設置する学校法人を支援するため、登

別市幼保一元化施設整備費補助金（以下「補助金」という。）の交付について必要

な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）設置者 市内に幼稚園を設置する私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第

３条に規定する学校法人 

（２）私立幼稚園 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２条又は同法附則第６

条の規定により設置する幼稚園 

（３）施設の整備 幼稚園設置基準（昭和３１年文部省令第３２号）第９条第１項及

び第１１条に規定する施設の新設 

（４）協会 登別市私立幼稚園協会 

（５）国庫補助要綱 私立幼稚園施設整備費補助交付要綱（平成１１年４月１日付け

文部大臣裁定） 

（補助の対象事業） 

第３条 この補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、協会の推薦

を受けた設置者が、登別市幼保一元化モデル事業基本方針に基づき施設の整備を行

う事業とする。 

（補助の対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の対象となる経費は、国庫補助要綱別表１の１．新築、増築、改築、

学級定員の引き下げに伴う増築の表に規定する補助対象経費とする。 

２ 補助金の額は、国庫補助要綱別表２中「１．新築、増築、改築、学級定員の引き

下げに伴う増築」の事業区分に係る「補助対象工事費」の３分の１以内（１，００

０円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額）とし、予算の範囲内で補助

する。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする設置者は、工事着工前までに登別市幼保一元

化施設整備費補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長



 

に提出しなければならない。 

（１）事業計画書 

（２）事業予算書 

（３）建築工事図面 

（４）建築工事請負契約書及び建築工事代金の積算書の写し 

（５）学校法人等の登記簿謄本 

（６）資金計画書 

（７）私立幼稚園施設整備費補助金交付申請書及び交付決定通知書等の写し（国庫補

助金にかかるもの） 

（８）協会の推薦書 

（９）その他市長が特に必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、前条の申請書が提出されたときには、当該申請書の審査及び実施調

査等により、申請額の算定に誤りがないか、補助対象事業の目的及び内容が適正で

あるか等について調査しなければならない。 

２ 市長は、前項の調査の結果により、事業の効果、従来の実績等を勘案して交付す

ることが真に行政上実効があり、かつ、公益上必要があると認めたときは、交付を

決定し、当該申請者に対し登別市幼保一元化施設整備費補助金交付決定通知書（別

記様式第２号）により通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の調査の結果、交付することが不適切と認めたときは、直ちに当

該申請者に対し登別市幼保一元化施設整備費補助金不交付決定通知書（別記様式第

３号）により通知しなければならない。 

（事業実績報告） 

第７条 補助金の交付決定を受けた設置者は、当該事業の完了した日から起算して６

０日以内に事業実績報告書（別記様式第４号）に次に掲げる関係書類を添えて市長

に提出しなければならい。 

（１）収支決算書 収支決算額、経費の使途、収入の内容等を明らかにした書類 

（２）事業報告書 補助事業の実施した概要、補助事業の実績及び効果を明らかにし

た書類 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の事業実績報告書が提出されたときは、当該補助事業が補助金

の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、



 

適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、登別市幼保一元化施設整備費補助

金額確定通知書（別記様式第５号）により、補助金交付対象者に通知するものとす

る。 

２ 市長は、前項の審査を行うに当たり、必要と認めるときは実地に調査し、又は関

係書類の提出を求めることができる。 

（補助金の交付の時期） 

第９条 補助金は、当該補助事業が確定後、補助金交付対象者の請求に基づいて交付

するものとする。ただし、市長が、補助事業の性質上、その事業の終了前に交付す

ることが適切と認めるときには、一括又は分割して交付することができる。 

（補助金の請求） 

第１０条 設置者が補助金の交付を請求しようとするときは、登別市幼保一元化施設

整備費補助金請求書（別記様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（補助決定の取消し等） 

第１１条 市長は、補助金交付対象者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交

付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させる

ことができる。 

（１）補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。 

（２）補助対象事業の執行に関し、補助金の交付決定内容又はこれに付していた条件

に違反したとき。 

（３）補助金の申請及び事業実績報告に虚偽その他不正な行為があったとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、補助することが不適正であると認められる事実が

あったとき。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

附 則（平成１６年告示第７５号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年告示第１７１号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成２８年告示第６２号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

別記様式第１号（第５条関係） 

 

年度登別市幼保一元化施設整備費補助金交付申請書 

 

年  月  日  

 

 登別市長   様 

 

                    申請者 所在地 

                        名 称 

                        代表者 

 

     年度登別市幼保一元化施設整備費補助金の交付を受けたいので登別市幼

保一元化施設整備費補助金交付要綱第５条の規定により申請します。 

 

補助金交付申請額          円 

 

添付書類 

 １ 事業計画書 

 ２ 事業予算書 

 ３ 建築工事図面 

 ４ 建築工事請負契約書及び建築工事代金の積算書の写し 

 ５ 学校法人等の登記簿謄本 

 ６ 資金計画書 

 ７ 私立幼稚園施設整備費補助金交付申請書及び交付決定通知書等の写し（国庫補

助金にかかるもの） 

 ８ 協会の推薦書 

 ９ その他 



 

別記様式第２号（第６条関係） 

 

登別市指令第   号 

 

年度登別市幼保一元化施設整備費補助金交付決定通知書 

 

                     申請者 所在地 

                         名 称 

                         代表者 

 

     年  月  日付けで申請のありました標記補助金について、登別市幼保

一元化施設整備費補助金交付要綱第６条第２項の規定により、次のとおり交付するこ

とに決定しましたので通知します。ただし、次の条件を守らなければなりません。 

 

     年  月  日 

 

                      登別市長          印 

 

記 

１ 補助金の額は、次のとおりとします。 

   交付決定額          円 

２ この補助金は、本目的以外に使用してはなりません。 

３ 申請の内容に変更が生じたときは、あらかじめ市長の承認を受けなければなりま

せん。ただし、補助金の額に変わりがなく軽易な変更の場合は、その限りではあり

ません。 

４ 事業が期限内に完了する見込がない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければなりません。 

５ この指令に関する収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備保管

しなければなりません。 

６ 事業終了後６０日以内に事業実績報告書及び収支決算書を提出してください。 

７ 前項の内容及び事業の実績とその効果並びに出納の状況を監査することがあり

ますが、これを拒むことができません。 

８ 前各項の条件に違反し、又は事業執行予算に対して支出額がいちじるしく減少し

た場合は、補助金を減額し、又は取消すことがあります。この場合、既に補助しま

した金額の一部又は全額の返還を命ずることがあります。 

９ この指令書により、補助金の請求をするときは、本書の謄本を添付してください。 



 

別記様式第３号（第６条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

        様 

 

                      登別市長          印 

 

年度登別市幼保一元化施設整備費補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった登別市幼保一元化施設整備費補助金

の交付については、次の理由により補助しないことに決定しましたので通知します。 

 

記 

 

 理 由 

 

 

 

 

（注）この決定について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起

算して３か月以内に登別市長に対して審査請求をすることができます。 



 

別記様式第４号（第７条関係） 

 

事業実績報告書 

 

年  月  日  

 

 登別市長   様 

 

                    申請者 所在地 

                        名 称 

                        代表者 

 

     年  月  日付け登別市指令第   号で交付の決定を受けた補助金

について事業が完了しましたので登別市幼保一元化施設整備費補助金交付要綱第７

条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額          円 

 

２ 添付書類 

（１）収支決算書 

（２）事業報告書 

（３）その他関係書類 



 

別記様式第５号（第８条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

        様 

 

                      登別市長          印 

 

年度登別市幼保一元化施設整備費補助金確定通知書 

 

     年  月  日付け、登別市指令第   号で交付の決定をしました標記

補助金について、登別市幼保一元化施設整備費補助金交付要綱第８条の規定により、

次のとおり確定しましたので通知します。 

 

記 

 

 補助金の確定額は、次のとおりとします。 

 

     確定額          円 

 

       交付決定額          円 



 

別記様式第６号（第１０条関係） 

 

年度登別市幼保一元化施設整備費補助金請求書 

 

年  月  日  

 

 登別市長   様 

 

                    申請者 所在地 

                        名 称 

                        代表者 

 

     年  月  日付け登別市指令第   号で交付決定を受けた標記の補

助金について、登別市幼保一元化施設整備費補助金交付要綱第１０条の規定により、

次のとおり請求します。 

 

記 

 

     請求金額          円 

 

 上記金額について次のとおり口座振込を依頼します。 

 

振込先 

金 融 機 関 名  

支 店 名  

口 座 種 別  １ 普通   ２ 当座 

口 座 番 号  

口 座 名 義  

 

 


